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宮城県仙台市への介護給付費返還のお知らせ 

 
本日、平成 21 年 1 月 7日付『宮城県による当社居宅介護支援事業所に対する行政処分のお

知らせ』においてお知らせ申し上げました件につき、宮城県仙台市よりその係る介護給付費の

返還について通知がございましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．介護給付費の返還の対象となる事業所 

  宮城県仙台市内の居宅介護支援事業所 3事業所 

  （行政処分による返還対象事業所2事業所、行政監査による返還対象事業所1事業所） 

 

２．介護給付費返還金額 

合計返還額  14,726,320円 

 

３．介護給付費返還の事由 

  運営基準違反による減算請求、「運営基準減算」をせず介護給付費を請求したことによる

介護報酬の請求違反の為。 

 

４．今後の対応および見通し 

この度の通知を改めて真摯に受け止め、平成 21 年 1 月 7 日付行政処分より徹底してまい

りました、事業所間相互牽制、内部監査、教育研修等を継続して徹底いたしますと共に、引

き続き介護事業の運営管理体制を更に強化することで、コンプライアンスの徹底と再発防止

の徹底に全力を傾注してまいります。 

なお、上記のうち、平成 21 年 2 月 1 日より平成 21 年 4 月 30 日までの 3 ヶ月間の業務停

止命令の行政処分を受けていた居宅介護支援事業所 2事業所につきましては、かねてより再

開に向けた業務運営体制の再構築を行なってまいりました結果、平成 21 年 5 月 1 日より再

開させて頂きますことを併せてご報告申し上げます。 

本件につきまして、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを心よりお

詫び申し上げます。 

なお、本介護給付費の返還における当社の業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 


